
１．はじめに

　2005年時の国勢調査の速報が公表されて以降、「人

口減少社会」という用語が頻繁に使われている。少

子化傾向が続けば人口減少社会になることは分かっ

ていたとはいえ、全体の人口が減少に転じたことを

うけて、経済政策、社会政策等各分野においていよ

いよ具体的に人口の減少を考慮しなければならなく

なったのである。この際、山陰地方や東北地方など

の人口減少地域は先導的な役割を果たすことが可能

である。というのも、それまで過疎問題として取り

上げられてきた中山間地域や衰退傾向にあった中心

市街地は人口減少社会の縮図としてみることもでき

るためである。

　ただし、人口動態は社会問題全般にかかわること

であり、人口が減少すること自体を正面から取り上

げ、社会にもたらす様々な影響をすべて考察するこ

とは困難である。そこで、本稿では「空き家」とい

う側面から考察をこころみる。人口が減少し、それ

まで地域に住んでいた人がいなくなるだけでなく、

住宅を取得する人も少なくなれば、当然ながら中心

市街地においても中山間地域においても住宅が過剰

な状態になり、「空き家」が生じやすくなる。こう

した空き家は本論で述べるように種々の問題の一因
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になりうるのである。

　近年では、条例を制定して「空き家」に起因する

問題に対応しようとする地方公共団体も出てきてい

る。しかし、人口減少が進むことによって今の問題

がどのように変化するのか、新たな問題は何か、な

ど未知の領域が多いため、対応する政策手段が確立

しているわけではない。実際、空き家問題の根源を

追求すれば、その広がりから既存のアプローチでは

把握できないことに気付かされる。例えば、大西

[2004]は人口減少を ｢逆都市化｣ という概念で構造

的にとらえ、見事に空き家問題を人口減少問題の中

に位置づけている。ただし、そこで担い手とされる

市民はどの地域にでもいるわけではなく、原理的な

説明の枠を越えてはいない。

　以上を踏まえて、本稿の課題を設定すれば、人口

減少の先進地域ともいうべき我が県における空き家

問題の現状と課題を明らかにし、適切な制度設計を

検討することである。その際、局地的に大規模な人

口減少を経験しているアメリカの事例を参考にしな

がら論をすすめていく。

２．人口減少時代について

　鳥取県は、2007年に人口60万人を下回ったことが

ニュースとなり、人口減少が社会問題としてクロー

ズアップされてきた。市街地の割合が高い旧鳥取市

においても、2007年以降は減少傾向にある。人口減

少だけでみると、実は1950年代～70年代にかけての

人口減少が著しい。実数でいえば、1960年に3,804

人減、1966年には4,800人減と、長期にわたって人

口減少が続いた。近年の人口減少は、2008年に4,937

人減、2010年に3,361人減となっており、数の上で

は似たような状況にある。しかし、自然減、社会減

の内訳をみると、近年の人口減少は自然減が著しい。

過去の人口減少期に比べ、出生が少ないのである。

　また、国立社会保障・人口問題研究所の推計（2011

年）によると、鳥取県の人口は、今後一層減少が進

み、2035年には50万人を下回るものとされている。

　こうした状況に対し、鳥取県は将来ビジョンにお

いて「特に県土の大部分が中山間地域である本県に

おいては、定住人口の減少を可能な限り食い止める

とともに、たとえ人口が減少しても持続可能な地域

社会を形成することが必要」と捉えている。１

　人口減少を少しでも食い止めるには、出生率の向

上、職場の確保など多岐にわたる分野での対応が必

要である。県において取り組まれている移住・定住

施策もその一つといえよう。この中に、空き家を活

用して移住者を受け入れる取り組みがある。空き家

情報を収集し、空き家バンクなどの名称でデータ

ベース化・公開を行い、移住を検討している首都圏

在住者等に空き家物件を紹介している。

１  　鳥取県．2010．「鳥取県の将来ビジョン」鳥取県企画部未来戦略課



　ではどれほどの空き家があるのか。まず空き家の

推移からみてみよう。

2.2.　空き地・空き家数の推移、空き家現状
　住宅・土地統計調査によれば、県内の総住宅数に

対する空き家の割合は、1998年12％、2003年14％、

2008年16％と着実に増えてきている。実数では2008

年で、38,000戸の空き家がある。

　また、我々が2008年度に鳥取市と倉吉市の市街地

で空き家を調査した２ところ、次のような結果が得

られた。表１は、調査を行った地区における空き家

率で、調査員が訪問した物件のうち何件が空き家で

あったかを表している。３

　調査対象となった地区には、10件に１件以上の空

き家が存在していることが明らかになった。これら

の空き家の外観は傷みの激しいものが多い。中には

半倒壊している物件もみつかった。

　次に、空き家の発生理由について近隣住民の聞き

取りを実施したところ、「高齢者独居世帯、高齢者

単身世帯における、施設への入所や入院」「世帯主

の死亡」「都市部に住む親族の家に移った」などの

回答が得られた。高齢化を背景とした各家庭の事情

がみてとれる。今後、さらに高齢化が進むことを踏

まえれば、空き家の増加は避けられない。

2.3.　 空き地・空き家への
具体的対応の必要性

　これらの空き家は、そのまま放置しておけば倒壊、

火災など日常を脅かす存在になる。一方で、人口減

少の影響によってもたらされた資産とみることもで

きる。移住定住などに利活用できれば正の資産であ

るが、できなければ今のところ負の資産である。

　空き家の活用の難しさは、放置されているとはい

え個人の資産であることに由来する。所有者と連絡

がつかない場合は当然として、所有者と連絡がつく

場合でも活用は容易ではない。考えてみれば、家は

たとえ空き家であっても、家族の思い出や記憶が詰

まった自分の持ち物である。

　とはいえ、空き家の活用は実際に行われており、

そうした期待感が、先に述べた移住定住などの分野

で高まっている。なにより、空き家を利活用できれ

ば、物件の傷みを止められるだけでなく、人口が減っ

ていく地域に新たな住民が入ってくるし、防犯や安

全、あるいは近隣の資産への影響という点からも好

２  　倉持裕彌．2008．「空き家を取り巻く諸問題　鳥取市・倉吉市空き家実態調査を通して」『TORCレポート』31：
31-47．財団法人とっとり地域連携・総合研究センター

３  　調査員は主に一戸建ての住宅を中心に訪問したため、全ての地区において全ての物件を訪問したわけではないが、一
部地区を除いては全ての一戸建て住宅を訪問しており十分に信用できる値である。

図１　鳥取市の空き家情報提供の流れ
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は反響を呼んだ。この試みによって、空き家を所有

しているが利活用に消極的だった住民が、前向きな

検討を開始することにつながるなど、変化も呼び起

こしている。

3.2.　利活用の課題・問題点
　これまで紹介した事例からは、空き家の活用可能

性を見ることができる。しかし大家との信頼関係や、

協力者を募ることなど、実際に活用できるまでに手

間と時間がかかる。空き家が増えている状況を考え

ると、より迅速に対応できる仕組みが必要である。

というのも、利活用可能な物件も放置期間が延びる

ほど損傷が増えていくためである。課題はいかにし

て、思い出や記憶も含めた個人財産の領域、所有権

などの壁を超えるかである。

　こうした状況に対処するには、これまでとは異な

る考え方・アプローチが必要になることは明白であ

る。とりわけ、住民の安心や安全が絡むとなると行

政の役割は重要であり、少なくとも空き家の所有者

に対してこれまでよりも踏み込んだ対応が求められ

る。近年制定された条例や制度でもたとえば、国の

「空き家再生等推進事業」、和歌山県の「建築物等

の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する

条例案」、松江市の「松江市空き家を生かした魅力

あるまちづくり及びまちなか居住促進の推進に関す

る条例」などは、客観的に見て著しく公益を損なう

空き家等を撤去する内容にまで踏み込んできた。

　ただし、デリケートな問題であるためか、所有権

まで切り込んだ空き家の有効活用という視点は十分

ではなく、活用という視点から見ると物足りない。

いわゆる見た目、物件の外観重視の対応であり、外

観がひどくならない限りは手が付けられないから

だ。この視点も確かに重要だが、他の視点を組み合

わせることで活路は開けないだろうか。

3.3．　 異なる利活用方法の模索および制度的
対応の必要性

　空き家問題に対して有効な制度の構築には、社会

的な合意や財源の確保など、大小さまざまな課題が

ある。社会的な合意とは例えば、後述するようにヤ

ングスタウン市では、人口減少にともなう都市の縮

小という、見方によっては成長と決別するという大

きな判断を、住民及び行政が受け入れるか否かとい

う点が重要であった。また財源については、扱う問

題の性質からみて空き家の売却や賃貸などの経済的

活用から賄う仕組みも検討可能だろう。

　こうした判断や制度を支える理論も検討され始め

てきている。社会学の分野では、一部の都市の人口

減少ではなく、国全体が自然減を主な要因とした人

口減少局面に入ったことを受けて、縮小社会という

概念を提示した。例えば町村［2008］は、スケール

の語りとして、過剰人口期（1950年代～）、過密・

過疎（1960年代～）、縮小社会（2000年代～）とい

う分類ができることを示し、拡大してきた社会から

いかにゆっくりとした撤退を実現していくのか、と

いうこれまでにないテーマ性を持つと指摘している。

　同じように、都市計画の分野でも縮小都市、

shrinking cityといった概念が現れ、米国において

はsmart growthという政策体系も打ち出されてい

る５。こちらは主に都市部の空洞化を扱う概念だが、

従来の製造業誘致による再生や、大型開発による大

規模な経済活性化を主な政策とせず、空きビルのリ

ノベーションや、小規模事業所の企業誘致など小さ

な開発によって、活力を持ち、かつ人口減少に見合っ

た形に街の姿を縮小しようと試みている。そしてこ

の中に、空き家対策も含まれている。

　ここで気を付けたいのは、こうした理論の検討や

現実的な対応が一体感を持って進められることだ。

そうすることで、個人の財産や所有権といった課題

を乗り超える多様なアプローチが具体性を帯びてく

る。そこで我々はまず、政策的に人口減少社会に対

応している先進事例において、こうした政策を成り

４  　子供が独立してできた空き部屋や、改築によって生まれたスペースをカフェやギャラリーなどとして、近隣の人たち
に自宅を開放すること。文化芸術関連の企画制作を行う大阪の民間団体の「事編（ことあみ）」代表でアーティストの
アサダワタル氏が名付け親である。http://sumibiraki.blogspot.com/

５  　Edwards and Haines［2007: 49］
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立たせている考え方、またそれをいかに住民が支持

しうるのか、を調査することとした。合わせて、空

き家・空き地の具体的活用例も、仕組みも含めて調



断した場合には所有者に対する修繕技術の指導や助

言をおこなっている。しかし、ヤングスタウン市が

市の実状を把握できたとしても、それで問題を解決

できるわけではない。

　まず、修復すべき空き家をどのように特定するの

かという大きな問題に直面することになる。たとえ

人が住んでいない建物があったとしても、管理が行

き届いている場合には、地域資源の有効利用という

観点からは見直しの必要があっても、治安の悪化な

どの当該地域への負の効果は少ないと考えられる。

地方政府が空き家問題に取り組む上では、手を加え

るべき空き家を特定する必要があり、そのためには

明確な基準を欠かすことができないのである。

　この点を解決するためにアメリカでは、連邦政府

レベルにおいてビルディングコードが定められてい

る。ビルディングコードは建物の用途別に異なる基

準を設けており、基本的に３年に１度改定されてい

る。住宅についても詳細な基準を設けており、当該

図２　空き家特定の枠組み
出所）筆者作成。

図３　空き家の管理・改修の枠組み出所）筆者作成ě
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地方政府が連邦政府のビルディングコードを採用す

れば、住民はその基準を守らなければならない。地

方政府及び上記のボランティア団体もビルディング

コードをもとにして修繕すべき空き家の特定をおこ

なうことができるのである（図２）。

　修繕すべき空き家を特定した後に取り組まなけれ

ばならないのが、土地や家屋をどのように管理する

かという問題である。土地や家屋はすくなからず所

有者の情緒と結びついており、非居住者が活用せず

とも売らずに放置する可能性がある。また、投機目

的で土地を取得する業者がいた場合には、都市計画

の阻害になる可能性もある。こうした問題に対して

アメリカではランドバンクを活用している（図３）。

　ランドバンクは2003年にミシガン州で最初に設立

され、その後、アメリカ全土に広がっている制度で

ある。郡レベルで設立する場合もあるが、ヤングス

タウン市があるオハイオ州では州単位で設けてい

る。ランドバンクは固定資産税を払えずに差し押さ

えられた物件を優先的に取得することができる。そ

の後ランドバンクが取得した土地を管理するため、

地方政府は土地のコントロールができるのである

（前根、中山、清水［2010, p.123］）。

　他方、当然ながら空き家の活用には費用がかかる。

前述したように、空き家であった期間が長ければ長

いほど、その修繕費用は高くつく。しかし、例え地

方政府が直ぐに空き家の再利用に着手できたとして

も、そのままの状態で新たな利用者を見つけること

ができるとは限らない。適切に修繕し、活用者を見

つけなければならないのである。その際、修繕や新

たな利用者を見つけるまでの管理には費用がかかる

ことになる。アメリカでは、以上のような地方政府

が空き家の活用に着手する際の財源についても制度

が整備されている。

　NSP（Neighborhood Stabilization Program） は

2008年に導入された連邦政府のプログラムである。

差し押さえ物件及び空き家物件が地域にもたらす負

の効果を緩和することを目的としている。地方政府

はNSPを活用することで差し押さえ物件や空き家物

件を再利用する財源を確保することができるのであ

る。NSPを用いて再利用された住宅の多くは低所得

者向けの住宅（アフォーダブル住宅）となっている。

　以上のように、アメリカの空き家対策は人口減少

を前提とした都市計画を整備する中で包括的な体制

が整っている。それらははじめからパッケージとし

て導入されたわけではなく、それぞれの時期にそれ

ぞれの地域の実情にあったかたちで整備されたもの

である。人口減少期には当該地域の経済状況も大き

く変化するため、流動的な対応とならざるをえない

が、そのことは経済成長を前提に都市計画をつくっ

たことから得た教訓であると評価することもでき

る。さらに、空き地が増加することによって新たな

活用方法も生まれてくる。

　アメリカにおいて空き地の活用の代表例が、コ

ミュニティガーデンである。ランドバンクもしくは

地方政府が管理している空き地を活用し、NPOな

どがガーデニングをおこなうのである。

　こうした取り組みが盛んなボストンでは、NPO

がコミュニティガーデンとして活用するための申請

画像５　ヤングスタウン　保存状態の良い空き家 画像６　 ヤングスタウン　窓をふさぐ木版に絵を描い
た空き家
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ずなにより、空き家や空地に関するデータの整備を

急ぎたい。鳥取市や倉吉市での空き家活用例は、空

き家全体の一部にすぎない。今も使われずにただ朽

ちていく空き家は多く存在している。こうした物件

を利用するかしないかはともかく、近隣住民の安全

や安心を脅かすことも念頭において、空き家情報の

収集を始めるべきだ。

　同時に、空き家の活用事例の収集、活用方法のノ

ウハウ蓄積も必要だ。住居とする場合や店舗とする

場合それぞれ異なるケースがあろうし、情報収集、

地元ネットワーク活用、財源の確保、作業ボランティ

アの募集などすでに実績のある方法は共有されるこ

とが望ましい。自治体が移住者向けに空き家改修し

ている例もあり、こうした目に見えない財産はすで

に相当の蓄積があると考えられる。

　最後に、社会的気運の醸成を検討したい。従来の

成長とは異なる、縮小社会での豊かな暮らしを多く

の人が想起できるようにするために、人口減少や既

存産業の衰退など、受け入れるべき現実を受け入れ、

新たな価値を創造していくことが必要になる。空き

家や空き地の利活用も、すでに述べたとおり、社会

的な合意を持って受け入れられることが何より重要

だ。これがなければ、データやノウハウを生かす場

所がないのと同じことである。本稿はアメリカの事

例を基に、空き家や空き地に対して様々なアプロー

チがあることを示した。少なからず、気運の醸成に

貢献できれば幸いである。
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